
　　令和５年度

事　業　計　画　書

公益財団法人木村茶道美術館

代表理事　山田明彦



第二展示室

名　称 蒔　　絵　　展皿　　鉢　　展

月　別 ４月１日～７月30日 ８月１日～11月30日

紅葉茶席

８月１日～11月30日

渡 来 焼 物 展

月　別

錦秋茶席

第一展示室

名　称 早春茶席 　薫風茶席 涼風茶席

９～10月７～８月

　　自　令和５年 １月 １日

　　至　令和５年12月31日

令和５年度　事業計画

４　月 11　月

名　称

　　１　美術品の展示

　　　　特別展示室

　　　　　　　事　　業　　計　　画

５～６月月　別

小 品  掛 物 展

４月１日～７月30日

  



代表理事　山田明彦

　　　　が祭日の場合は翌日。又、12月から３月までの休館期間の利用

　　　　　この利用については事前に申し出があった場合、市内・市外の別なく利用して

　　　　いただくこと

公益財団法人木村茶道美術館

　　２　屋外茶席において、点て出しによる抹茶の提供

　　３　地元及び県内外のお茶愛好者に対し、展示品等の事業内容の案内状の発送

　　４　木村茶道美術館特別展示室利用について

　　　　　茶道の普及、文化の向上発展等に寄与するため毎週月曜日。ただし、その日

  


